
●徴収事務規程の特別取扱い等の実施について

(平成25年3月29日東地企第200号検事正通達）

本庁部局長・立川支部長・管内区検察庁の長宛て

改正平成26年12月24日東地企第672号

徴収事務規程(平成25年3月19日付け法務省刑総訓第4号大臣訓令｡以下｢規

程」 という。）第70条第1項に基づく特別取扱い等を下記のとおり定め，平成2

5年4月1日から実施することとしたので，その運用について遺漏のないようにさ

れたい。

なお，平成21年4月17日付け東地企第252号当職通達「徴収事務規程の特

別手続等について」は，平成25年3月31日限り廃止する。

記

1 徴収金保管簿に係る特別取扱い（規程第21条，第70条）

（1） 東京地方検察庁本庁及び東京区検察庁（道路交通部を除く。）においては，

徴収金保管簿（規程様式第15号）につき，これを庁別に区分しない取扱いを

する。

（2） 立川支部，立川区検察庁及び青梅区検察庁においては,徴収金保管簿につき，

これを庁別に区分しない取扱いをする。

2領収済通知書及び徴収・収納済通知書における検察官の押印等の省略（規程第

22条第2項）

(1) 徴収担当事務官が検察官に領収済通知書を提出するときは, 1日ごとに取り

まとめて編てつした上,検察総合情報管理システムにより作成した｢集計表(領

収済通知書)」を添付し， 当該集計表に検察官の押印を受けることにより，各

領収済通知書の検察官の押印を省略することができる。

（2） 収入官吏（分任収入官吏を含む。以下同じ｡）が検察官に徴収・収納済通知

書をもって通知するときは， 1日ごとに取りまとめて編てつした上，様式第1

号により作成した「徴収・収納済通知書集計表」に収入官吏の記名押印をして

これを添付し，徴収担当事務官において当該集計表に検察官の押印を受けるこ

とにより，各徴収・収納済通知書の収入官吏の記名押印及び検察官の押印を省

略することができる。

3過料の徴収不能決定の処分に係る特別取扱い(規程第40条第1項,第70条）

検察官は，規程第10条第1項の規定により裁判の執行を指揮した徴収金のう

ち，時効完成日を同じくする過料については，過料徴収不能決定書（様式第2号）

により，時効完成日ごとにまとめて徴収不能決定の処分をすることができる。過

料徴収不能決定書には， その事由を証明する資料を添付する。
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年月 日

検察庁

検察官検事

下記のとおり徴収不能と決定する。

項番 調定番号 氏名 生年月日 罪名 裁判所 裁判の日 確定年月日 種別及び金額 徴収不能事由 時効起算日 時効満了日 備考
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